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（計数は、平成22年8月末現在）
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（参考）
・誤って失権された預金者等の事後的な救済に備える

ため、預保納付金の一定割合を留保しておくことと
されている（法第20条第１項）。
（現在、留保割合は、内閣府・財務省令において100％
とされている。）

・一旦留保した預保納付金についても、上記の事後的
な救済のための支払の「必要がなくなったとき」
（法第20条第２項）には、犯罪被害者等の支援の充
実のために支出することとされている。

・留保しない金額は犯罪被害者等の支援の充実のため
に支出することとされている。
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